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総会式次第 

 

日 時 2026年 1月 30日（金） 15 時 00分～15 時 40 分 

場 所 岡山コンベンションセンター 405会議室 

（Zoomとのハイブリッド開催） 

議 事  1．開会 

2．支部長 挨拶 

3．プロジェクトマネジメント学会本部活動状況 

4．議長選出 

5．書記指名 

6．第 1号議案 2025年度事業報告 

7．第 2号議案 2026年度役員選出 

8．第 3号議案 2026年度事業計画 

9．第 4号議案 2026年度予算 

10．閉会宣言 

 

 

  



特別講演 

【タイトル】 

「多様性を活かすプロジェクトマネジメントの実践」 

 

講師：会長 羽山誉敏（日立システムズ） 

 

主催 ： 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 

（企画・実施 中国支部） 

 

概要：  

 日本国内のメンバーの多様性に加え，グローバルリソースの活用が進んだプロジェクト

においては，国によって異なる文化的背景や，各メンバーの経験や業務スタイルを理解し

たマネジメントを実践することが，チームパフォーマンスの最大化とチームメンバーのウ

ェルビーイングの実現につながります． 

 本講演では 2025 年度秋季研究発表大会の講演内容のダイジェストとして，日立グルー

プのプロジェクトにおける多様性の実例を紹介します．また，プロジェクトマネジメント

学会が日本の代表団体として加盟している国際組織 IPMA（International Project 

Management Association）とのこれまでの交流を振り返りながら，具体的な活動内容と今

後の展望についても紹介します． 

 

講師略歴： 

株式会社日立システムズ 取締役常務執行役員． 

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 代表理事・会長，IPMA JAPAN代表． 

 

1992年 株式会社日立製作所へ入社．システムエンジニアとして，官公庁・自治体・文教・

公共企業・ヘルスケア領域など，幅広い分野で大規模システム開発に従事． 

2016年 公共ビジネスユニット公共システム事業部官公ソリューション第三本部本部長 

2021年 社会ビジネスユニット公共システム事業部長 

2019年～2021年 日立解決方案（中国）有限公司総経理（中国駐在） 

2023年 日立製作所理事 社会ビジネスユニット COO 

2024年 デジタルエンジニアリングビジネスユニット COO 

2025年 4月より現職． 

 

【プロジェクトマネジメント学会ビジョン】 

 プロジェクトマネジメントを学問・技術の体系として整備，確立，発展させ，国際社会に寄与す

る．そのために，広く様々な分野から参画する多数の会員により，常にオープン，中立的，協調的

かつ学際的で活発な活動を展開する．これにより，学術的に優れた研究成果，技術および実践面で

の向上，プロジェクトマネジメントの一層の普及を実現するとともに，企業・産業・社会・経済・

学問・文化の発展に貢献し，参画する会員に動機と達成感を与え成長し続ける学会を目指す． 

 



【プロジェクトマネジメント学会中国支部ビジョン】 

 中国支部では，プロジェクトマネジメントの知識普及や，課題の探索・達成，経営・事業への適

用支援，事例研究など地域に根ざしたプロジェクトマネジメントの普及と啓発活動に取り組み，「地

域発展」への貢献を図る． 

 

プロジェクトマネジメント学会中国支部役員（2025年度） 

（1）支部長（1 名） 

田村 慶信 （山口大学） 

 

（2）副支部長（若干名） 

脇谷 直子 （広島修道大学） 

田中 智基 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

鈴森 康弘 （株式会社 NTT データ中国） 

 

（3）幹事(若干名) 

畦地 康弘 （富士通 Japan） 

寺本 英輔 （富士通 Japan） 

中谷 修二 （マツダ） 

茨木 浩司 （マツダ） 

佐藤 達男 （広島修道大学） 

石井 浩司 （NECソリューションイノベータ） 

児山 博文 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

森宗 邦彦 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

宮本 浩志 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

望月 一郎 （ハイエレコン） 

安達 定昌 （株式会社 NTT データ中国） 

市川 健一郎（株式会社 NTT データ中国） 

小代 貴美子（株式会社 NTT データ中国） 

 

（4）顧問（若干名） 

山田 茂  （鳥取大学） 

井上 俊博 

 

  



第 1号議案 2025年度事業報告 

【2025年度指針，事業概要】 

2025 年度支部活動は，「中国地域におけるプロジェクトマネジメントの普及と啓発」を目指し，下

記の 3つの指針の下に展開しました．さらに，支部活動活性化のため支部間交流を進めることにな

りました． 

（1）支部総会を開催． 

（2）特別講演会の開催． 

（3）セミナーを 2回程度開催． 

（4）支部間交流． 

 

（1）支部総会 

2025年 1月 31日（金）プロジェクトマネジメント学会中国支部総会を開催しました．2024年度事

業報告，2025年度役員選出，事業計画，予算について審議しました． 

参加人数 18名 

（2）特別講演会 

 2025年度特別講演会は支部総会とともに開催しました． 参加人数 27名 

【タイトル】「プロジェクトマネジメントの理論と実務の接点：未だ解決されていない基

礎課題を考える）」 

【講師】文教大学 教授 関 哲朗 氏（プロジェクトマネジメント学会 現名誉会長） 

（3）セミナー 

 2025年度は下記の通り，ハイブリッド方式で 2回開催しました． 

(ⅰ) 2025年 9月 2日（火）9月セミナーを開催しました．参加人数 31名 

【タイトル】「AIは、プロジェクトの未来を読めるのか、業務効率化はできるのか! 

       〜失敗から学ぶ予兆検知のリアル〜」 

【講師】山本 昭典氏、中矢 雄志氏（株式会社 日立ソリューションズクリエイト） 

(ⅱ) 2025年 11月 6 日（木）11月セミナーを開催しました．参加人数 37名 

【タイトル】「マツダのプロジェクトマネジメントへの取り組み 

       〜プロジェクト失敗事例からの気づき〜」 

【講師】千代延 伸 氏（マツダ株式会社） 

 

上記（1）から（3）の活動を通して，プロジェクトマネジメント学会会員増強を図りました． 

 

  



第 2号議案 2026年度役員選出 

（1）支部長（1 名） 

田村 慶信 （山口大学） 

 

（2）副支部長（若干名） 

脇谷 直子 （広島修道大学） 

谷口 英  （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

鈴森 康弘 （株式会社 NTT データ中国） 

 

 

（3）幹事(若干名) 

畦地 康弘 （富士通 Japan） 

寺本 英輔 （富士通 Japan） 

木元 稔  （マツダ） 

千代延 伸 （マツダ） 

佐藤 達男 （広島修道大学） 

森宗 邦彦 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

宮本 浩志 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

児山 博文 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

田中 智基 （株式会社 日立ソリューションズ西日本） 

石井 浩司 （NECソリューションイノベータ） 

望月 一郎 （ハイエレコン） 

安達 定昌 （株式会社 NTT データ中国） 

市川 健一郎（株式会社 NTT データ中国） 

小代 貴美子（株式会社 NTT データ中国） 

 

 

（4）顧問（若干名） 

山田 茂  （鳥取大学） 

井上 俊博 

  



第 3号議案 2026年度事業計画 

「中国地域におけるプロジェクトマネジメントの普及と啓発を図る」ことを目的として，プロジェ

クトマネジメントに関するセミナーを支部会員向けのサービスとして提供します．これらの支部会

員向けのサービスを地元企業などにも宣伝し，非会員の参加を募ると共にプロジェクトマネジメン

ト学会への入会促進を図ります． 

 

2026年度の事業計画を記します． 

 

【事業計画】 

（1）支部総会 

 2026 年 1 月 30 日に，プロジェクトマネジメント学会中国支部総会を開催します．2025 年

度事業報告，2026年度事業計画と予算について審議します． 

（2）特別講演会 

2026年度特別講演会は支部総会とともに開催します． 

（3）セミナー 

参加し易さを考慮し，ハイブリッド開催で 2回程度を予定． 

（4）支部間連携 

中国支部活動の活性化に結びつくよう，今後も継続的に他支部間の交流を図る． 

 

  



第 4号議案 2026年度予算 

 

2026年度プロジェクトマネジメント学会中国支部予算 

（2026年1月1日～2026年12月31日） 

 

2026年度予算について，下記のとおり作成しましたのでご承認お願いいたします． 

 

 2026年予算 備 考 

支出   

 講師謝金 \30,000  

 会場費 \120,000  

 支部交付金 \-480,921  

 予備費 \330,921  

支出合計 \0  

  



一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 中国支部 

支部運営マニュアル 

 

第1章 総則 

（名称） 

第1条 この支部を，一般社団法人プロジェクトマネジメント学会（以下，本学会）中国支部（以

下，本支部）と称する． 

2  本支部の英語名には，Chugoku Branch of the Society of Project Management を使用す

る． 

第2条 本支部の事務局を，別に定める場所に置く． 

 

第2章 構成員 

（構成員） 

第3条 本支部は，本学会細則に定める地域に在住又は活動拠点を持つ正会員及び学生会員，法人

会員（以下，会員）により構成する． 

 2  第1項に定める外に，本支部への所属を希望する会員を構成員とすることができる． 

 3  第1項に定める場合にも，会員の希望により構成員とならないことができる． 

 4   構成員であることの事務取扱は，本部運営管理室が行う． 

（構成員からの除籍） 

第4条 本学会の会員資格を失うことで，本支部の構成員から除籍される． 

 

第3章 会費 

第5条 本支部の会費は，支部の主催する行事等の参加費を除きこれを徴収しない． 

 

第4章 目的および事業 

（目的） 

第6条 本学会定款第3条の定めるところにより，中国地域における本学会会員の利益，学術・産業

の振興に資することを本支部活動の目的とする． 

（事業） 

第７条 本支部は，前条の目的を達成するために次の事業を行なう． 

(1) 支部総会の実施 

(2) 支部大会の実施 

(3) 支部研究会の開催 

(4) その他 前条の目的を達成するために必要な事業 

 

第5章 事業年度及び会計年度 

（事業年度） 

第8条 毎年1月1日から12月31日を以て，本支部における事業年度とする． 

（会計年度） 

第9条 毎年1月1日から12月31日を以て，本支部における会計年度とする． 



第6章 役員 

（支部役員） 

第10条 支部には以下の役員を置き，支部役員会を構成する． 

 支部長 １名 

 副支部長 若干名 

 支部幹事 若干名 

（支部長の選任） 

第11条 支部長は，第2章に定める構成員の内で正会員である者から支部役員会の総意により支部

総会に推薦し，支部総会の審議，議決を経て本学会理事会に推薦し，理事会の審議，議決

により，会長がこれを任命する． 

   2  支部長の任期は，任命した会長の任期を超えない． 

  3  支部長の再任は，これを妨げない． 

（支部長の職務）  

第 12条 支部長は，支部の業務を総理し，この支部を代表する． 

（副支部長及び支部幹事の選任） 

第 13条 副支部長及び支部幹事は，第 2章に定める構成員の内で正会員である者から支部長が支部

役員会に推薦し，支部役員会の審議，議決により，支部長がこれを任命する． 

  2    前項により決定した支部役員は，支部長が本学会理事会へ報告する． 

3    副支部長又は支部幹事に欠員又は不足が生じたときは，その補充を第1項の手続き又は支    

部役員会の合意を得た支部長の判断により行うことができる． 

   4   副支部長及び支部幹事の任期は，任命した支部長の任期を超えない． 

  5   副支部長及び支部幹事の再任は，これを妨げない． 

（支部役員選任の例外） 

第14条 支部長が必要と認めるときには，支部役員会の総意を得て，法人会員からの若干名の人員

を支部長の諮問対象として含め，支部役員会に常務出席させることができる． 

   2  前項により含められた支部役員の名称は，支部幹事の名称を含め臨時に定める． 

  3  第1項により含められた支部役員は，支部活動の主幹たる業務を分掌できない． 

   4  第1項により含められた支部役員の任期は，任命した支部長の任期を超えない． 

（副支部長の職務） 

第 15条 副支部長は，支部長を補佐し，支部長に事故あるときは支部長が予め指名した順位により

その職務を代理する．  

（支部幹事の職務） 

第 16条 支部幹事は，支部長及び副支部長を補佐し，支部の業務及び事業を分掌する． 

 

第7章 支部顧問及び支部名誉顧問 

（支部顧問） 

第17条 支部長は，支部役員会の総意を得て，第4章に定める支部の活動に対し貢献著しい支部役

員経験者及びその他の構成員を支部顧問とすることができる． 

2   支部顧問は，支部長の諮問に応えるために支部長の要請にしたがって役員会等に参加し， 

意見を述べることができる． 



3   支部顧問の任期は，任命した支部長の任期を超えない． 

 

 

（支部名誉顧問） 

第18条 支部長は，前条による顧問として貢献著しい構成員を，支部役員会の総意を得て支部総会

に名誉顧問とすることを提案し，その審議，議決を経て，これを委嘱することができる． 

2  名誉顧問の任期は定めない．ただし，構成員の資格を喪失したときはこれを解任する． 

 

第8章 支部交付金及び支部会計 

（支部交付金の申請） 

第19条 支部交付金は，当該前年度の1月31日までに本学会理事会に次年度の活動計画書及び予算

書を提出することで，本学会理事会及び社員総会の審議，議決を経て，本学会細則にした

がって交付される． 

（支部決算） 

第20条 支部決算書は，当該年度の1月31日までに本学会理事会に提出する． 

 

第 9章 改定又は廃止 

第 21条 本マニュアルは，支部長の発議により支部役員会により審議，議決され，本学会の理事

会の審議，決定により改定又は廃止される． 

 

附則 

1. 平成17年（2005年）4月28日 三木俊克支部長 制定 

2. 平成18年（2006年）2月10日 三木俊克支部長 改訂 

3. 平成22年（2010年）7月23日 三浦房紀支部長 改訂 

4. 平成28年（2016年）1月29日 山田茂支部長 改訂 

5. 平成30年（2018年）6月13日 井上俊博支部長 改訂 


